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要旨 

 

我が国は、気候変動対策として公共建築物を新たに整備する際に木材の利用促進を行って

いる。平成 22 年に促進法が施行され、各都道府県においても方針が策定された。現状の公共

建築物は、木造率が低く木材の利用が低位にとどまっていることから、木材の利用の拡大を

図る余地が大きく分析を行った。まず、公共建築物の整備に利用された木材の炭素固定量に

ついて分析した。促進法が制定されたことにより潜在的な木材の需要が期待できる。国が率

先して木材利用に取り組むことで、地方公共団体や民間事業者にも主体的な取り組みを促し、

木材の需要拡大を狙っている。木材を建材として利用することは、長期にわたって炭素を社

会に固定することが可能となる。エネルギーを多く消費して製造された資材や化石燃料の代

わりに利用されることで、CO2の排出を抑制でき気候変動対策として有効であると言える。 

 本研究では、気候変動対策としての公共建築物の木造化の効果も明らかにするため、促

進法制定後の平成 23 年度から平成 28 年度までの国と回答を得られた都道府県が公共建築物

の木造化に用いた木材量を用いて以下の分析を行った。まず、公共建築物の整備に利用され

た木材の炭素固定量について分析した。次に、公共建築物が木造、SRC 造、RC 造、および S

造の各種住宅構造であった場合を仮定して、建築時における CO2 排出量を比較分析した。さ

らに、それら CO2排出量が日本の年間の CO2排出量に与える影響について分析した。その結

果、木造は利用された木材の炭素固定量が建材製造時の CO2 排出量を上回っているため、建

材製造時の CO2排出量を全て炭素固定しているだけでなく、年間の CO2排出量の一定量を建

材中に炭素固定していることが明らかになった。公共建築物の木造化は、整備に利用された

木材の炭素固定量が建材製造時の CO2排出量を上回っているため、年間の CO2排出量を吸収

していることより気候変動対策として有効であることが明らかとなった。さらに地方公共団

体や民間事業者にも主体的な木材の利用を促し、住宅など一般建築物への木材の利用が増加

すると、木材の炭素固定量も増加し気候変動対策としても効果が大きくなると言える。以上

の結果を踏まえて、木材の生産から建築、解体、および建材を廃棄するまでの総合的な方針

の設定をし、公共建築物の木造化に関して林野庁や各都道府県が連携しあう体制を作ること

でより気候変動対策としての公共建築物の木造化の効果が強まると考える。 

 本研究では回答を得られなかった地方公共団体が行った公共建築物の木造化に用いられた

木材量の全てのデータを用いて分析を行うことが本研究の課題である。  
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第 1 章 序論 

 

1-1 背景・論点 

 

 地球温暖化の主な原因は、大気中の温室効果ガスの増加である。我が国の約束草案（平成

31 年以降の新たな温室効果ガス排出削減目標）では、技術制約・コスト面の課題等を十分に

考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標として、国内

の排出削減・吸収量の確保により、2030 年に平成 25 年度比-6.0%（平成 17 年度比-25.4%）の

水準（約 10 億 4,200 万 t-CO2）とした（地球温暖化対策推進本部，2015）。また、平成 24 年に

閣議決定された第四次環境基本計画においては、温室効果ガスを 2050 年には約 3 億 t-CO2に

まで削減するという目標が設定された。 

 

 

図 1-1 温室効果ガス排出量・吸収量（環境省（2017）と国立環境研究所地球環境研究センタ

ー（2017））に基づき筆者が作成） 

注：温室効果ガスの吸収量に関しては、平成 27 年度までしかデータが公開されていないため

平成 28 年度のデータは図に反映していない。 

 

我が国の温室効果ガス排出量の推移として、平成 22 年度から平成 28 年度までの温室効果

ガス排出量と、土地利用の変化および林業による温室効果ガス吸収量を図 1-1 に示す。温室

効果ガス排出量は平成 23 年度から平成 25 年度までは増加し続け、平成 25 年度から平成 28
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年度までは減少傾向にある。平成 25年度から平成 26年度にかけて排出量が減少した理由は、

電力消費量の減少や再生可能エネルギーの利用が進んだことにより、発電に伴う二酸化炭素

（以下、CO2）量が減少したためである（環境省，2017）。 

 パリ協定では、気候変動という緊急の脅威に対し、利用可能な科学上の知識に基づき効果

的かつ進歩的に対応することが必要であることを認めており、条約に規定する温室効果ガス

の吸収源および貯蔵庫を保全し、および適当な場合には強化することの重要性を認めている。

その中でも第 5 条において、「締約国は、温室効果ガスに吸収源および貯蔵庫（森林を含む。）

を保全し、および適当な場合には強化するための行動をとるべきである」と示している。森

林を劣化・減少させることないよう持続可能な森林経営をすることと、森林の炭素蓄積能力

の向上をはかることも重要視している。 

 植物のうち、草本類は短期間に枯死・分解され CO2 が排出されるのに対し、森林を構成す

る樹木は幹や枝という形で炭素が長期間貯蔵されることから、CO2 の吸収および炭素の貯蔵

機能が高い。そして木材には、多量の炭素が固定されている。木材を長期で利用することで

炭素を長期間にわたって貯蔵し、木材に固定される炭素の蓄積の増大を図ることで、低炭素

社会の実現に貢献することが期待される。加えて、木材は断熱性・調湿性に優れ、紫外線を

吸収する効果が高い性質を有するほか、製造時のエネルギー消費が小さい（林野庁，2017b）。

さらに、木材は再生可能な資源であり、エネルギー源として燃やしても大気中の CO2 濃度に

影響を与えないカーボンニュートラルな特性を有する資源である。さらに、近年、新たな木

質部材に関する技術開発の進展も見られ、建築物における木材の利用について新たな可能性

も広がりつつある（林野庁，2017a）。 

建材として木材を利用することは、快適で健康的な住環境等の形成に寄与するだけでなく、

森林という再生可能な資源の有効利用であるとともに、木質ボード等としての再利用や最終

段階での燃料としての利用も可能となる（林野庁，2017b）。また、建材として利用すること

は、長期にわたって炭素を社会に固定することが可能である（小野他，2017）。木材は住宅や

家具等に利用されることで、炭素を貯蔵する「第 2 の森林」として都市にもう 1 つ森林をつ

くることと同様の効果がある（林野庁，2017b）。さらに、エネルギーを多く消費して製造さ

れた資材や化石燃料の代わりに利用されることで、CO2 の排出を抑制することから、気候変

動対策として有効であると言える。 

林野庁（2010a）では、木材に固定された炭素が長期間にわたって貯蔵されるように、建築

物等の資材からボードや紙等としての利用を経て、化石燃料を代替する燃料として利用する
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という多段階での木材利用を進めることが理想であるとし、第 1 段階では建築物としての利

用が望ましいと示した。また、政府が平成 21 年に施行した長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律でも、配慮事項に木材の利用を含めることで木材の長期利用推進を図っている。木材

を建築物に利用すると、木材の持つ炭素固定能力をよく発揮させることが可能となるため、

木材に固定されている炭素を長期で固定するには、建築物としての利用が適していると考え

られる。 

建築物に木材を利用することは企業においても進められている。ローソンでは、店舗の構

造や内装に木材を使用する事例がある。ローソンは、平成 30 年 1 月 19 日に断熱性の高い国

産スギの直交集成板を使用した木造の環境配慮モデル店舗を群馬県館林市にオープンした。

直交集成板を使用し建物の断熱性能を向上させることで、空調設備の負担を軽減させ、省エ

ネルギー・省 CO2化を実現する（環境ビジネスオンライン，2018）。 

 

1-2 公共建築物等における木材の利用促進に関する法律 

 

1-2-1 国による公共建築物等における木材の利用促進に関する政策 

 

我が国は、気候変動対策として公共建築物を新たに整備する際に木材の利用促進を行って

いる。平成 20 年度において、総床面積 7.5%と木造率が低かった公共建築物にターゲットを

絞り、平成 22 年に「公共建築物等における木材の利用促進に関する法律」（以下，促進法）

が施行され、各都道府県においても方針が策定された。その目的は、公共建築物等における

木材利用の促進である。また、公共施設の木造化・木質化による良好な景観を形成すること

も目的として挙げられる。その意義は、公共建築物における木材の利用の促進が林業の再生

や森林の適正な整備・地球温暖化の防止等に貢献することや、過去の非木造化の考え方を可

能な限り木造化・内装の木質化を図るとの考え方に転換させることである。 

現状の公共建築物は、木造率が低く木材の利用が低位にとどまっていることから、木材の

利用の拡大を図る余地が大きく、促進法が制定されたことにより潜在的な木材の需要が期待

できる。戦後に植林された人工林の利用が低調であり木材価格も低迷している現状において、

国産木材の需要を拡大することは、林業の再生を通じた森林整備につながり、森林の有する

多面的機能の持続的な発揮や山村をはじめとする地域の経済の活性化にも資するものである

（林野庁，2018）。 
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低層の公共建築物については、原則として全て木造化を図っており、備品や消耗品として

の木材の利用を促進するほか、暖房器具等への木質バイオマス燃料の導入にも努めている。

このようにして国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも

国の方針に即して主体的な取り組みを促し、木材全体の需要を拡大することを促進法の狙い

としている（林野庁，2017a）。さらに、その取り組み状況や効果等について国（林野庁）や都

道府県が積極的に情報発信を行うことにより、木材の特性やその利用の促進の意義について

効果的に国民の理解を醸成することができる。 

 

1-2-2 都道府県による公共建築物等における木材の利用促進に関する政策 

 

 平成 22 年に促進法が制定されてから、都道府県においても県別の方針を示し木材の利用促

進のための政策が実施されている。しかし、都道府県による気候や土地状況の違いによって

その内容は異なり、実行度合いにも差が生じている。 

筆者がデータ収集した都道府県の中で、最も古くから公共建築物の木造化を行っていたの

は岩手県である。岩手県では、木材利用の拡大を通じて森林・林業の活性化を図る観点から、

2003 年に町内の関係部局で構成する岩手県公共施設・公共工事木材利用推進本部を設置し、

「岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画」を策定した。県が行う公共施設および

公共工事において木材利用を推進している。岩手県では、平成 29 年度から平成 31 年度を計

画期間とした第 5 期計画（岩手県，2017）が策定された。岩手県では森林資源が本格的な利

用期を迎えており、県内の木材需要量は、平成 22 年以降東日本大震災による復興需要などに

より 5 年連続で増加している。（岩手県，2017）。木材需要量に対する県産材の比率（県内木

材自給率）は、昭和 40 年代後半から 60%前後で推移してきたが、合板工場等における国産材

への原木転換が進んだため、平成 19 年から増加し、近年は 80%台の高い水準で推移してい

る。 

 反対に、筆者が収集したデータの中で最も木材の利用量が少なかったのは、沖縄県である。

平成 24 年に沖縄県農林水産部と土木建築部により制定された「公共建築物における木材の利

用の促進に関する沖縄県方針（沖縄県，2012）」は、県が実施する公共建築物の整備について、

木材の利用を促進するなどの基本的な事項を定めるとともに木材利用を通じた循環型社会の

実現に資することを目的としている。沖縄県における建築物の大きな特徴として、木造率が

全都道府県で最も低いのに対し鉄筋コンクリート造率が高いことが挙げられる（知念・芝，
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2015）。このような低調な木造住宅の着工数について、篠原（2000）は沖縄県が台風の常襲地

域に位置していること、高温多湿であるためシロアリの被害が多いこと、そして戦後の米軍

による住宅政策等がその背景にあると指摘している。このような地域特性から公共建築物の

木造化においても進んでおらず、事例もほとんど見られない。平成 22 年度に東村の保育所に

て 97.2m³を使用した実績のみである 1。 

 

1-3 先行研究 

 

気候変動対策としての木材利用に関して、さまざまな観点から研究がなされてきた。木材

の長期利用に関する研究としては、矢ヶ崎・浅野（2016）と有川他（2011）等がみられる。矢

ヶ崎・浅野（2016）では、部山岳域での木造住宅の炭素固定効果を推定することにより現時

点での炭素ストック量、木造集宅着工数が現状のまま推移した場合の炭素ストック量の推移

を示した。2043 年までの木造住宅ストック量の将来推計によって、木造住宅ストック量は減

少し続けることが明らかとなり、対策として国産材利用率の向上や住宅の長寿命化が挙げら

れている。有川他（2001）は、和歌山県域でのマテリアルストック・フローを考慮し、住宅用

木材の需給量が人工林の炭素固定に与える影響について定量化し、2050 年までを対象とした

シナリオ分析を行った。そして長寿命型住宅の導入数を増やすことと木材需要量が多い住宅

の導入数を増やすことで住宅への炭素固定量が増加することを示した。 

木材の炭素固定能力に関する研究として、高口・尾島（2001）は、CO2固定能力（1 年間の

幹材積増加量を CO2固定量に換算したもの）は樹齢 25 年付近でピークを迎え、CO2固定効率

（幹材積/樹齢を CO2 固定量に換算したもの）は樹齢 50 年をピークに低下し始めるとしてい

る。 

木材のライフサイクルに関する研究として、小林・若林（2016）と松場他（2014）等が見ら

れる。小林・若林（2016）では、全国および広島県について、マテリアルフロー分析結果をも

とに木材のライフサイクルにおける材料調達・生産・加工・流通・消費の各課程での環境影

響評価を実施した。その結果、全国・広島県ともにライフサイクルにおける CO2 排出量は地

球温暖化に起因する影響が大きいことが示された。松場他（2014）では、長野県東信地域の

カラマツを使用した集成材の生産段階でのライフサイクルアセスメント（以下、LCA）調査

                                                      
1 沖縄県庁農林水産部森林管理課への問い合わせによる。 
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を行い、建築用木材として住宅に使用された場合の炭素収支割合を分析した。その結果、縦

継のある集成材の電気や燃料消費による炭素放出の割合が多くなり、その原因として木質バ

イオマスボイラーで乾燥を行うために、集成材が占める原木利用用途の割合が多くなったこ

とを示した。 

木造住宅建設時に使用される木材製造時の CO2 排出量が気候変動に与える影響についての

研究として、高村他（2014）は新潟県全域を範囲とした LCA 調査を行った。新潟県産スギを

木造住宅に使用した場合の CO2排出量およびカーボンバランスを算出し、製材 1 m3製造時に

おけるCO2排出量の差が住宅 1棟分のCO2排出量に与える影響について検討した。その結果、

新潟県産スギ 1 m3製造時における CO2排出量の差は大きかったが、その差が木造住宅建設時

の CO2 排出量に与える影響はごくわずかであると明らかにした。また、今後の課題として、

住宅を建築する時の CO2 排出量について木造住宅と非木造住宅との比較を行う必要があると

している。 

木造建築物の LCA に関しては、酒井他（1996）と天野・加用（2004）等がみられる。酒井

他（1996）では、建築物の資材生産から施工・運用・廃棄に至るまでのライフサイクル全般に

わたって、大気中に排出される CO2 排出量を推定する手法を検討した。さらにその手法を用

いてモデル的建築物についてライフサイクルの CO２排出量を試算し、建築物の運用段階での

削減が最も重要であると明らかにした。 

天野・加用（2004）は、国内の建築分野を対象とした木材のマテリアルフロー分析に基づ

いて、建築木材に関わる炭素収支評価を長期的な時間スケールで検討した。その結果、建築

木材の生産および輸送過程で消費される化石燃料による炭素放出量のうち 41%が輸入材輸送

過程における排出であったことから、輸入材を国産材に代替すると炭素放出量を削減できる

ことが示された。さらに、建築物の平均耐用年数である 30 年を伐採後の植林による育林期間

と仮定すると、将来的に解体・廃棄された際の建築木材そのものによる炭素放出量は、この

育林期間中の炭素吸収量で相殺され炭素放出にはならないことが確認された。 

このように、気候変動対策としての木材利用に関してはさまざまな観点から研究がなされ

てきたが、国や都道府県が行う政策に関する研究は少ない。その中でも、公共建築物の整備

時に木材利用を推進している「公共建築物等における木材の利用促進に関する法律」に関し

ての研究はさらに少ない。山中他（2015）では、高知県内で平成 1 年度から平成 22 年度まで

に施工された木造公共建築物 39 施設の整備に使用された木材に関しての書類調査を実施し

た。その結果、木造公共建築物を整備する上で必要となる木材の質や種類、ライフサイクル
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マネジメントを考慮した設計が必要であるとした。本研究は、既に整備されている公共建築

物を対象にしている点で、山中他（2015）とは異なる。青井（2009）では、公共建築物を木造

で建築する場合の課題として、木造の建築コストが不透明であること、自治体の建築・営繕

担当者の経験や技量の不足について挙げ、その解決策について提案している。本研究は、気

候変動対策として公共建築物の木造化を取り上げている点で、青木（2009）と異なる。早川

（2015）では、中・大規模の公共建築分野において、発注者や設計者が木材を選定し設計・調

達する際の課題の実態調査を実施し、従来個別に議論されてきた木材の発注者や建築物の設

計者の木材への知識不足を、建築生産プロセスの視点から俯瞰的に明らかにした。本研究は、

低層の公共建築物に関しても分析対象としている点において異なる。 

そのため本研究では、この法律が気候変動対策としてどれだけの効果を出しているか、使

用された木材に固定されている炭素量から分析を行う。また、高村他（2014）で今後の課題

として挙げられた木造住宅と非木造住宅の比較を、公共建築物の整備に利用された木材量を

もとに分析する。 

 

1-4 目的・意義 

 

本研究の目的は、気候変動対策としての公共建築物の木造化について分析し、その効果を

明らかにすることである。そして、促進法が気候変動対策としてさらに有効になるよう提案

をする。まず、公共建築物の木造化に利用された木材量の炭素固定量を求める。次に、木造

と非木造で整備した場合を比較分析する。さらに木造と非木造で整備した場合の温室効果ガ

ス排出量が日本の年間の CO2排出量に与える影響について分析する。 

本研究の意義は、本分析より明らかとなった気候変動対策としての公共建築物の木造化の

効果が、今後建築物を整備する際の木造化の促進に寄与することである 

 

1-5 論文の構成 

 

本論文の構成は以下の通りである。 

 第 2 章では、研究方法について述べる。第 3 章では、公共建築物の木造化に利用された木

材の炭素固定量に関する分析結果と、平成 23 年度から平成 28 年度までに木造で建築された

公共建築物が、非木造で建築されていたと仮定した場合に排出される温室効果ガス量を算出



 
 

8 

し比較した分析結果を示す。さらに木造と非木造で整備した場合の温室効果ガス排出量が日

本の年間の CO2 排出量に与える影響について分析結果を示す。それらの分析から、得られた

結果を考察する。そして第 4 章では、第 3 章までのまとめ、本研究の結論、および今後の課

題について述べる。 
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第 2 章 研究方法 

 

本研究では、まず年度ごとの公共建築物の整備に使用された総木材量に固定されている炭

素量について分析する。次に平成 23 年度から平成 28 年度までに木造で建築された公共建築

物が非木造で整備されていた場合を仮定し、木造、鉄骨鉄筋コンクリート造（以下、SRC 造）、

鉄筋コンクリート造（以下、RC 造）、および鉄骨造（以下、S 造）において建築時の CO2 排

出量について比較分析を行う。さらに、木造と非木造で整備した場合の温室効果ガス排出量

が日本の年間の CO2 排出量に与える影響について分析をする。以上の分析結果より、気候変

動対策としての公共建築物の木造化の効果について考察する。 

 

2-1 公共建築物の炭素固定量 

 

木材の炭素固定量についての算定には、次の式（1）を利用する（林野庁，2011a）。 

 

Y = x × t × c × (44/12) （1） 
 
Y：CO2貯蔵量（t-CO2）、x：木材使用量（m3）、t：木材密度（t/m3）、c：木材の炭素含有率 

 

 木材の炭素含有率は、松本（2001）に基づく。木材の炭素含有率は、樹種によって多少の差

はあるものの、その差異はわずかであることから、炭素含有率の差異による炭素蓄積量の推

定への影響はほぼないと考えられる。また、おおむね炭素が 50%、水素が 6%、酸素が 43%で

あり、一般的に 0.5 が使用されるため本研究でも 0.5 を利用する。木材密度に関しては、付録

A-1 に記載してある数値を使用する。樹種によって幅が大きいため、平均値・最低値・最高値

の各値を用いて分析する。平均値は、全ての樹種の木材密度を足し樹種数で割って求めた。

平均値は、0.448 である。最低値はキリの 0.234、最高値はクヌギの 0.668 を使用する。木材密

度の詳細は、付録 A-1 を参考にする。CO2換算係数は、環境省（2015）に基づく。木材の炭素

固定量に CO2換算係数である 44/12 を乗じて CO2固定量に変換する。 
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表 2-1 年度ごとの総木材使用量（単位：m3） 
 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

林野庁 9511 5002 6695 2705 2327 0 
北海道 1723.55 1048.23 844.23 4345.93 2298.38 918.67 
青森 - - - - - - 
岩手 52153 8292 4687 4831 8722 7581 
宮城 - - - - - - 
秋田 0 1444 282 376 2102 0 
山形 52.95 790.14 45.92 3225.263 1166.12 0 
福島 - - - - - - 
茨城 - - - - - - 
栃木 0 1487 1732 1918 1426 1536 
群馬 - - - - - - 
埼玉 0 438.91 1125 57.4 669.08 199.7 
千葉 0 12 9 5 0 312 
東京 - - - - - - 
神奈川 247.61 3.81 73.67 373.2 59.54 34.15 
新潟 131 253.8 125.8 230.6 131.6 145.5 
富山 - - - - - - 
石川 0 0 0 0 715.6 954.6 
福井 0 77 224 46 193.6 169.88 
山梨 3378.79 6118.33 7101.15 7086.69 3731.04 4268.77 
長野 1722.6 1060.14 865.63 3711.67 0 0 
岐阜 410 1100 0 0 0 0 
静岡 - - - - - - 
愛知 2463 3182 3239 1819 1735 2064.1 
三重 0 0 0 2057.4 2432.6 3677.7 
滋賀 13665.35 1606 1643 1699 1436.66 0 
京都 390 476 617 635 443 1417 
大阪 864 1246 1906 1060 1185 0 
兵庫 - - - - - - 
奈良 0 162.78 133.79 192.16 22.03 0 
和歌山 - - - - - - 
鳥取 463 269 334 561 490 0 
島根 - - - - - - 
岡山 0 308.9 0 660.1 1111.44 514.49 
広島 4209 5678 6017 2656 4543 2257 
山口 3390 3374 4908 3146 3279 2808 
徳島 0 0 0 0 0 0 
香川 - - - - - - 
愛媛 1249 489 624 726 952 254 
高知 0 0 0 0 0 1540 
福岡 0 114879 169381 179804 225909 366352 
佐賀 - - - - - - 
長崎 0 0 647.591 102.55 0 0 
熊本 10141 13560 25330 38421 5370 13044 
大分 0 3606 3160 3445 3134 1798 
宮崎 294.04 404.26 461.41 256.05 63.6 95.76 
鹿児島 533 2666 3368 2025 0 0 
沖縄 - - - - - - 
合計 106991.89 179034.3 245580.19 268177.01 276448.29 430519.22 

注：合計とは、回答のあった林野庁と都道府県の合計である。本研究では、林野庁と各都道

府県に問い合わせを行い、データ収集を行った。 
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林野庁と 47 都道府県に公共建築物の整備に利用された木材量について問い合わせをした

ところ、林野庁と 35 都道府県より回答を得た（表 2-1）。本研究では、促進法が制定された平

成 23 年度以降のデータを使用する。回答を得られた都道府県を黒字、回答を得られなかった

都道府県と回答を得られたが本研究の対象年度はデータがなかった都道府県を網掛けで表記

する。表 2-1 中に「-」を表記している箇所は、本研究の対象とならない都道府県である。 

平成 23 年度の数値が低い理由は、促進法が制定されてからすぐに県での方針を定められな

かった県があるからであると考える。また、計画段階で年度内に公共建築物の整備が終了し

なかったものもあるからだと考える。 

 

2-2 公共建築物を木造以外で建築した場合の CO2排出量 

 

 木材は鉄やコンクリートに比べ、材料製造時の炭素放出量が少ない省エネルギー材である

（文部科学省，2010）。そのため、木材を積極的に利用することは、環境への負荷を低減する

ことに繋がる。 

式（2）によって、各種住宅構造別の CO2排出量を求める。平成 23 年度から平成 28 年度ま

でに整備された公共建築物が、非木造で整備されていたと仮定した場合の CO2 排出量につい

て求めことができる。それによって、公共建築物を木造で整備した場合と SRC 造、RC 造、

および S 造で整備された場合の比較分析を行う。 

 

Ui = aib + die + fig （2） 
U：各種住宅構造別 CO2 排出量（t-CO2/m2）、a：床面積 1m2 あたりの木材の投入量（m3/m2）、

b：1m3あたりの木材製造時の CO2排出量（t- CO2/m3）、d：床面積 1m2あたりのコンクリート

の投入量（m3/m2）、e：1m3あたりのコンクリート製造時の CO2排出量（t-CO2/m3）、f：床面積

1m²あたりの鋼材の投入量（m3/m2）、g：1m3あたりの鋼材の製造時の CO2排出量（t-CO2/m3）、

i：住宅構造 

 

表 2-2 は、木質資源・鋼材・コンクリートの製造時における 1m3 あたりの炭素放出量につ

い示す。表 2-2 の木材に関しては、日本で建築用木材として使用されているうち 85.3%が製

材・集成材であり、14.7％が合板であること（林野庁，2011b）と、建築用製材品に占める人
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工乾燥剤の割合は 3 割程度であること（林野庁，2013）から、表 2-2 のデータを踏まえると木

材製造時における 1m3あたりの炭素放出量は 0.058t-CO2/m3となる 2。 

木材製造時の炭素放出量が 0.058t-CO2/m3であることから、非木材の方が 1m3の木材製造時

に排出する炭素量が多いことがわかる。例えば、鋼材は、木材の約 9 倍の排出量である。そ

れに対して、コンクリートは木材の約 2 倍である。このことから、建材としては木材を利用

することで CO2 排出量を削減でき、鋼材よりもコンクリートを利用した方が、CO2 排出量を

削減できる。 

 

表 2-2 各材料製造時における 1m3あたりの炭素放出量（単位：t-CO2/m3） 
 種類 炭素量（CO2） 

木材 天然乾燥製材 0.016 
人工乾燥製材 0.1 

合板 0.156 
パーティクルボード 0.224 

非木材 鋼材 5.32 
コンクリート 0.12 

文部科学省（2010）に基づき筆者が作成 

 

 表 2-3 は、床面積 1m2 あたりの各種住宅構造における主要構造材料の投入量を示している

（ウッドマイルズ研究会，2008）。木造、SRC 造、RC 造、および S 造に分けて、材料の投入

量が表記されている。各住宅構造に投入されている主要構造材料の量を求めるために、まず

木造における木材投入量を基準として、表 2-1 で年度ごとに合計値として示した木材量が投

入されている床面積を計算する。面積は、461171.9m2となる。ただし、表 2-3 の鋼材は単位が

重量（t）で表記されているので、鉄の単位体積あたりの重量である 7.85t/m3（山本，1999）を

用い、体積を出す。そして、面積を用いて公共建築物が各種住宅構造で整備されていたと仮

定した場合の木材、コンクリート、および鋼材の投入量を求める。例えば、平成 23 年度の公

共建築物に整備された木材量は 10699.89 m3であり投入された面積は 461171.9 m2と計算でき

る。そして、表 2-2と表 2-3を用いて計算すると、木造の場合、コンクリートの投入量は 88545.01 

m3、鋼材の投入量は 704.976 m3となる。 

 

  

                                                      
2 (0.1t-CO2/m3 × 0.3 + 0.016t-CO2/m3 × 0.7) × 0.853 + 0.156t-CO2/m3 × 0.147 = 0.058t-CO2/m3 
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表 2-3 床面積 1m2あたりの各種住宅構造における主要構造材料の投入量 
資材名 単位 木造 SRC 造 RC 造 S 造 
木材 m3 0.232 0.02 0.022 0.009 

コンクリート m3 0.192 0.844 0.858 0.354 
鋼材 t 0.012 0.170 0.116 0.129 

ウッドマイルズ研究会（2008）に基づき筆者が作成 
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第 3 章 研究結果・考察 

 

本研究では、促進法によって整備された公共建築物に利用された木材量を用いて、以下の

分析をした。最初に、表 2-1 を用いて公共建築物の木造化に使用された木材にどれだけ炭素

が固定されているかを示す。次に、表 2-1 の利用木材量を用いて木造と非木造（SRC 造、RC

造、および S 造）の各種住宅構造における建材製造時の CO2排出量について比較分析した結

果を示す。さらに、それら CO2排出量が日本の年間の CO2排出量に与える影響についての分

析結果を示す。そして最後に、公共建築物の木造化が気候変動に及ぼす影響についての考察

を記した。 

 

3-1 年度ごとの炭素固定量 

 

 まず、式（1）を用いて公共建築物の整備に利用された木材量に固定されている炭素量につ

いて、年度ごとに図 3-1 に示す。本研究では、平成 23 年度から平成 28 年度の 6 年間におい

て、平均値・最低値・最高値を計算した。 

 

 

図 3-1 公共建築物の整備に利用された木材に固定されている炭素量 
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図 3-1 を見ると、年度ごとに炭素固定量は増えていることがわかる。特に平成 23 年度から

平成 24 年度にかけてと、平成 27 年度から平成 28 年度にかけての伸びが大きい。この結果を

用いて、各種住宅構造における建材製造時の CO2 排出量について、各種住宅構造ごとの比較

分析と、建材製造時の CO2排出量が日本の年間の CO2排出量に与える影響について分析を行

う。 

 

3-2 各種住宅構造における CO2排出量についての分析の結果と考察 

 

次に、式（2）を利用して各種住宅構造における建材製造時の CO2排出の分析結果を表 3-1

に示す 

 

表 3-1 公共建築物が各種住宅構造で整備されていた場合に使用される建材の製造時に排出

される CO2量（単位：1000t-CO2） 
 木造 SRC 造 RC 造 S 造 年間の排出量 
平成 23 年度 20.6（87.9）  100.2（2.1） 84.2（2.3） 60.0（0.9） 1298000 
平成 24 年度 34.4（147.0） 167.6（3.5） 140.9（3.8） 100.4（1.6） 1346000 
平成 25 年度 47.2（201.7） 229.9（4.7） 193.2（5.2） 137.7（2.1） 1409000 
平成 26 年度 51.6（220.3） 251.1（5.2） 211.0（5.7） 150.4（2.3） 1361000 
平成 27 年度 53.1（227.1） 258.8（5.3） 217.5（5.9） 155.0（2.4） 1325000 
平成 28 年度 82.8（353.3） 403.1（8.3） 338.8（9.1） 241.4（3.7） 1322000 
注：カッコ内は、図 3-1 で求めた平均値を利用して、各種住宅構造に利用された木材量に固定されている炭素

量を示した。 

 

SRC 造で建築する場合は、木造における建材製造時の CO2排出量の約 5 倍もの CO2排出が

ある。RC 造で建築する場合は、木造の約 4 倍の CO2 排出がある。木造の次に CO2 排出量が

少ない S 造でも、木造の約 3 倍の CO2 排出である。SRC 造の CO2 排出量が最も多い原因は、

他構造で建築する場合より鋼材の利用比率が高いためであると考えられる。木造は、木材の

利用量が多くコンクリートと鋼材の利用量が少ないために、CO2 排出量が他の構造の半分以

下である。このことから、SRC 造、RC 造、および S 造で建築するよりも木造で建築すること

で、建材としてコンクリートと鋼材の利用率を下げることができ、建築時の CO2 排出量を削

減することができると明らかになった。 

最後に、各種住宅構造における建材製造時の CO2排出量が日本の年間の CO2排出量に与え

る影響について平成 23 年度の数値を使用して分析する（表 3-1）。木造における建材製造時の

CO2排出量は年間の CO2排出量の約 0.001%を占めているのに対し、SRC 造における建材製造



 
 

17 

時の CO2排出量は 0.007%、RC 造における建材製造時の CO2排出量は 0.006%、S 造における

建材製造時の CO2排出量は 0.005%を占めている。 

次に炭素固定量を考慮して CO2排出量が日本の年間の CO2排出量に与える影響について分

析する。平成 23 年度と平成 28 年度について見ていく。平成 23 年度の純炭素固定量は 66309t-

CO2 であることより、建材製造時の CO2 排出量を全て炭素固定しているだけでなく、年間の

CO2 排出量の 0.005%分を建材中に炭素固定していることとなる。平成 28 年度の純炭素固定

量は、270840t-CO2であることより、年間の CO2排出量の 0.02%分を建材中に炭素固定してい

ることとなる。平成 23 年度と平成 28 年度では、約 3.3 倍、年間の CO2 排出量への影響に差

がある。また、年間の CO2排出量は平成 25 年度をピークに減少しているが、公共建築物の炭

素固定量は増加しているため、平成 25 年度以降、建材中の炭素固定量が年間の CO2排出量を

代替する量も増加している。このまま年間の CO2 排出量は減少し公共建築物の炭素固定量が

増加すれば、建材中の炭素固定量が年間の CO2 排出量を代替する量も増加し続けると予想で

きる。また、SRC 造、RC 造、および S 造は炭素固定量よりも建材製造時の CO2 排出量の方

が多いため、促進法によって公共建築物が木造で整備されていなかったら、年間の CO2 排出

量を増加させていたことになる。そのため、今後さらに公共建築物の木造化を進め企業や一

般住宅へも建材として木材を利用することの波及効果が出れば、建築物の木造化に利用され

た木材の炭素固定量が年間の CO2 排出量を代替する効果が強まると予想されることから、気

候変動対策として有効であると言える。 

以上より、公共建築物の木造で建築することは、SRC 造で建築する場合の約 5 倍、RC 造で

建築する場合の約 4 倍、S 造で建築する場合の約 3 倍、建築時の CO２排出量を削減すること

ができることが明らかとなった。例えば、平成 23 年度から平成 28 年度に整備された公共建

築物が全て SRC 造で建てられていたと仮定すると、それらを木造にすることで建材製造時の

CO2 排出量を、平成 23 年度は 159908t-CO2、平成 24 年度は 221078t-CO2、平成 25 年度は

160100t-CO2、平成 26 年度は 400810t-CO2、平成 27 年度は 413174t-CO2、平成 28 年度は t-CO2、

建材製造時の CO２排出量を削減できる。公共建築物の整備に利用された木材の炭素固定量の

ほうが木造における建材製造時の CO2排出量より、平成 23 年度は 67300t-CO2、平成 24 年度

は 112600t-CO2、平成 25 年度は 154500t-CO2、平成 26 年度は 168700t-CO2、平成 27 年度は

174000t-CO2、平成 28 年度は 643444t-CO2、多いということは、建材製造時の CO2排出量を上

回る量を固定している。 
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したがって公共建築物の木造化は、平成 23 年度で 0.005%程度、平成 28 年度で 0.02%程度

ではあるものの、気候変動対策として一定の効果があると明らかになった。今後、さらに効

果が強まることが予想される。 
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第 4 章 結論・課題 

 

本章では、まず第 3 章までのまとめを記す。そして、本研究の結論と今後の課題を述べる。 

 

4-1 本論文のまとめ 

 

我が国は、気候変動対策として公共建築物を新たに整備する際に木材の利用促進を行って

いる。平成 22 年に促進法が施行され、各都道府県においても方針が策定された。現状の公共

建築物は、木造率が低く木材の利用が低位にとどまっていることから、木材の利用の拡大を

図る余地が大きく、促進法が制定されたことにより潜在的な木材の需要が期待できる。また、

国が率先して木材利用に取り組むことで、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して

主体的な取り組みを促し、木材全体の需要拡大を狙っている。木材は再生可能な資源であり、

エネルギー源として燃やしても大気中の CO2 濃度に影響を与えないカーボンニュートラルな

特性を有する資源である。その木材を建材として利用することは、快適で健康的な住環境等

の形成に寄与するだけでなく、森林という再生可能な資源の有効利用であるとともに、木質

ボード等としての再利用や最終段階での燃料としての利用も可能となる。また、長期にわた

って炭素を社会に固定することが可能となる。さらに、エネルギーを多く消費して製造され

た資材や化石燃料の代わりに利用されることで、CO2 の排出を抑制することから、気候変動

対策として有効であると言える。 

 本研究では、気候変動対策としての公共建築物の木造化の効果も明らかにするため、促進

法制定後の平成 23 年度から平成 28 年度までの国と回答を得られた都道府県が公共建築物の

木造化に用いた木材量を用いて以下の分析を行った。まず、公共建築物の整備に利用された

木材の炭素固定量について分析した。その結果、最も木材の利用量が多い平成 28 年度は、

353269t-CO2（図 3-1 の平均値を利用）、最も木材の利用量が少ない平成 23 年度は、87881t-CO2

（図 3-1 の平均値を利用）、の炭素固定があることが明らかになった。次に、平成 23 年度か

ら平成 28 年度に整備された公共建築物が木造、SRC 造、RC 造、および S 造の各種住宅構造

であった場合を仮定して、建築時における CO2 排出量を比較分析した。さらに、それら CO2

排出量が日本の年間の CO2 排出量に与える影響について分析した。その結果、木造は利用さ

れた木材の炭素固定量が建材製造時の CO2排出量を上回っているため、建材製造時の CO2排
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出量を全て炭素固定しているだけでなく、平成 23 年度では年間の CO2 排出量の 0.005%、平

成 28 年度では 0.02%分を建材中に炭素固定していることが明らかになった 

 

4-2 結論 

 

 公共建築物の木造化は、整備に利用された木材の炭素固定量が建材製造時の CO2 排出量を

上回っているため、年間の CO2 排出量を吸収していることより気候変動対策として有効であ

ることが明らかとなった。国や都道府県が率先して木材の利用促進に取り組むことで、地方

公共団体や民間事業者にも主体的な木材の利用を促し、住宅など一般建築物を新築・増築・

整備する際の木材の利用が増加すると、木材の炭素固定量も増加し気候変動対策としても効

果が大きくなると言える。しかし、現在は公共建築物の木造化のみ促進法で推奨しており、

住宅など一般建築物への木材利用は波及効果を狙っているに過ぎない。 

本分析より、今後、公共建築物のみならず住宅など一般建築物を整備する上でも木造化を

普及させていくためには、次の 2 点に関して導入および設定することが効果的であると考え

る。 

1 つ目は、木材の生産から建築、解体、および建材を廃棄するまでの総合的な方針の設定を

することである。例えば、市町村内に地域産木材がなかったり製材所がなかったりする場合

でも、都道府県という規模であれば行政区域が広いためより木材供給がしやすいと考えられ

る。さらに、木材生産時のみならず建築時や解体時に民間事業者を活用でき、公共建築物の

みならず住宅など一般建築物への木材利用の波及効果が期待できる。 

 2 つ目は、公共建築物の木造化に関して、林野庁や各都道府県が連携しあう体制を作ること

である。現在ある促進法や各都道府県が独自に制定している方針は、それぞれ林野庁や各都

道府県の範囲内で行うものである。そのため、元々木材資源に富んでいる都道府県と木材資

源に乏しい都道府県では、公共建築物の木造化への積極性や実行度合いが大きく異なる。木

材資源に乏しく県内での木材供給が困難であると、公共建築物の木造化をするために木材を

他県より運んでこなくてはならなくなり、公共建築物の木造化に対してメリットがなくなる。

そこで、木材資源に富んでいる都道府県が木材資源に乏しい都道府県に木材を提供し、木材

資源に乏しい都道府県は木材資源に富んでいる都道府県の森林整備や木材生産の補助をする

など相互に連携を取ることができれば、需要供給の関係もでき、さらなる木材利用を期待す

ることができると考える。また、全ての都道府県で公共建築物の木造化促進を図ることが可
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能となり、その波及効果として公共建築物のみならず住宅など一般建築物を整備する上での

木造化普及も期待できる。 

 

4-3 今後の課題 

 

 本研究では回答を得られなかった地方公共団体が行った公共建築物の整備に利用された木

材量に関してもデータ収集ができれば、さらに正確に分析できたと考えられる。公共建築物

の整備に利用された木材の供給先について考慮していないため、これらを考慮した分析を行

う必要がある。また、公共建築物の建築時の CO2排出量に関してしか分析できなかったので、

建築物の利用から解体までの CO2排出量を含めた分析を行う必要がある。 
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付録 A 木材密度 

 

表 A-1 木材密度 

 
注：BEF：拡大係数  地上部バイオマス（幹・枝・葉）と幹バイオマスとの比率、R：地上部

バイオマスに対する地下部バイオマス（根）の比率、D：容積密度（t/m3)（林野庁ホームペー

ジより引用） 
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